
4 基本構想 
4-1 CALS/EC の導入目的 

公共事業におけるコスト縮減や効率化、品質の向上や透明性・公正性を確保するため、

県・市町村及び企業が連携し CALS/EC を導入する。それをもって、県民とのパートナーシッ

プを図りながら、公共事業についての県民の理解・信頼を高めることを目的とする。 

 

4-2 基本目標 
（1）公共事業の事務改善、事務処理システム等の見直しによる業務改善 

公共事業の各プロセスを紙ベースから電子情報による業務へ移行することにより事務

の効率化、品質の向上及びコスト縮減を図るとともに、現在の事務処理システムの見直し

を行い、さらなる効率化、コスト縮減を図り業務改善を進めていく。 

①紙書類をベースとした業務処理から電子情報を利用した業務処理への移行 

②電子データの一元管理を前提としたデータの連携と共有 

③事務処理プロセスや関連制度の見直し 

 

紙ベースから電子情報による業務処理形態への移行

○○システム

△△システム

事務処理システム間の連携による効率化の向上
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（2）公共事業に関する県民との情報交換の充実（県民の視点） 

『熊本県総合計画』にある県の基本施策の基本的な方針である「県民が主役」「対話の

ある」「地域が主体」「パートナーシップを大切にした」「成果重視」をキーワードに、公共事

業に係る情報を可能な範囲で、タイムリーに分かり易く県民に提供するとともに、県民か

らの情報を様々な手段でかつ広範に受け、公共事業に県民のニーズ・意見等を反映する

ことにより双方向・対話型行政を推進し、公共事業の透明性の向上を図る。 

①公共事業に係る情報を県民へ提供 

②GIS＊等を利用した提供情報の高度化 

③情報システムの連携による公共事業に係る情報交換（双方向性の情報交換） 

交通情報

災害情報

施設情報

インターネット等

通信ネットワーク

県　民

情報入手

GIS等を利用した分かり易い情報の提供

相互情報の提供

熊本県

情報のビジュアル提供

生活安全性の向上

観測所や既存システム
からの情報入手

県民からの情報提供

・災害状況図　・現場写真　・降雨量等

テキストベースでの情報提供
（避難勧告等の災害情報）

工事情報

(入札情報等)

（雨量情報，
水位情報，
地震情報）
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（3）情報処理・活用能力の向上 

CALS/EC を推進していく上で、県・市町村・業界の情報の処理・活用能力の向上は必要

不可欠である。そのため、県・市町村・業界を対象とした「教育」について、基本方針を設

定し、円滑なCALS/ECの導入を図る。なお、教育にあたっては、特に大学等教育機関との

連携や（財）熊本県建設技術センター等の既存施設の活用、また CALS/EC に関する相談

や CALS/EC 導入、運用に関する指導等を行うサポートシステムの整備を考慮するものと

する。 

①情報機器の利用のための教育 

②システム操作のための教育 

③情報利活用のための教育 

 

講習会・講演会の開催 情報処理・活用能力の向上
 

 

21 



4-3 整備目標 
4-3-1 整備目標の設定 

CALS/EC の導入にあたっては、3 段階の整備目標を設定する。本構想においては、第 1

段階及び第 2 段階の目標達成のための基本的な方針を定める。 

現状

第１段階目標：

　 情報を電子化・蓄積し、その共有化を図ることにより、紙ベースから電子情報による

業務形態に移行し、公共事業の効率化、コスト縮減を図る。また公共事業の情報を県

民等へ提供する。

第２段階目標：

　 通信ネットワーク の高速化を図り、 GISによる県民への公共事業情報の提供、さらに

一層の電子情報の交換・共有、蓄積、管理を行い、情報を利活用した公共事業の事務

処理システムの見直しを図る等の業務改善を行う。

長期（最終）目標：

　電子情報の利用を前提とした業務執行プロセスを構築し、効率的で透明性の高い公

共事業の実現を図る。

　●導入体制の構築
　●導入に向けたIT環境の整備

準備期

　●普及体制の構築
　●実証実験の開始と一部運用

　●運用体制の構築
　●導入完了

　●既往情報システム連携、データベース統合の実施

運用期

　●システム連携による電子情報を利用した業務執行

　　 プロセスの検討

発展期

試行期
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4-3-2 各段階での取り組み 

（1）第 1 段階での取り組み 

1）計画期間 

第１段階の計画期間及び目標を以下のように設定する。 

準備期：CALS/EC 導入のための準備期間 

試行期：CALS/EC の試行期間 

 

2）各期間の目標及び主要な施策 

（A）準備期：CALS/EC 導入のための準備期間 

【到達目標】CALS/EC の導入・推進体制の構築、IT 環境の整備 

表 4-1 到達目標（準備期） 

計画体制 ・CALS/EC 基本構想及びアクションプログラムの策定 

・導入体制の構築 

業務改善 ・情報共有、電子入札、電子納品等の導入に向けた環境整備 

情報提供 ・公共事業に係わる入札情報、基準等の各種情報の提供 

教育普及 ・導入に向けた教育・研修の実施 

 

（B）試行期： CALS/EC の試行期間 

【到達目標】主要なシステムの実証実験＊の開始と県レベルでの CALS/EC の導入完了 

表 4-2 到達目標（試行期） 

計画体制 ・CALS/EC の普及・推進体制の構築 

業務改善 ・県における電子入札、電子納品等の導入に向けた市町村と共同利

用する各種環境（ハード＊・ソフト＊）の整備 

・実証実験の開始 

・試行によるシステム運用等に係る課題の抽出及び改善 

情報提供 ・公共事業に係わる情報提供の充実（GIS 上での情報提供等） 

教育普及 ・システム運用のための教育・研修の実施 

・市町村の CALS/EC 導入の技術的支援 

注）試行におけるポイントは、下記のとおりである。 

� 電子入札： 入札事務のあり方、既存システムとの連携、市町 

村との共同運用のあり方 

� 電子納品： レベル設定と適用範囲、国の基準類の活用方法、 

電子納品データの保管管理・利用 

� 情報共有： 市販ソフトの活用方針、レベル設定と適用範囲、 

電子納品との連携のあり方 
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（2）第 2 段階での取り組み 

1）計画期間 

第 2 段階の計画期間及び目標を以下のように設定する。 

運用期：CALS/EC の運用期間 

発展期：CALS/EC の発展期間 

 

2）各期間の目標及び主要な施策 

（A）運用期：CALS/EC の運用期間 

【到達目標】市町村を含めた県全体における CALS/EC の導入完了 

表 4-3 到達目標（運用期） 

計画体制 ・CALS/EC の運用体制の構築 

業務改善 ・既存情報システムの連携、データベースの統合化 

・市町村の本運用時の電子入札・電子納品システム＊の整備 

情報提供 ・相互情報提供の開始 

教育普及 ・情報利活用のための教育・研修の実施 

注）運用とは、具体的に下記のことを意味する。 

� 電子入札： 紙入札との併用は認めず、全て電子入札とする。 

� 電子納品： 試行事業及び実証実験結果を踏まえ、熊本県の    

電子納品基準を設定し、効果的な電子納品を実施す

る。 

� 情報共有：  実証実験結果を踏まえ、効果的な受発注者間の 

情報共有を実現する。 

（B）発展期：CALS/EC の発展期 

【到達目標】CALS/EC の持続的な発展 

表 4-4 到達目標（発展期） 

計画体制 ・CALS/EC の運用体制の充実 

業務改善 ・電子情報を利用した業務の実現 

情報提供 ・相互情報提供の充実 

教育普及 ・情報利活用のための教育・研修の継続 
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4-4 整備期間の設定 
4-4-1 各段階の取り組み期間 

県及び市町村における取り組み期間を 2 つの段階と 4 期に分けて設定する。第 1・2 段

階と各期の取り組み期間を以下に示す。 

表 4-5 第 1・2 段階の取り組み期間 

期名 県 市町村 

準備期 2002～2003 年度 
（H14～H15） 

2002～2004 年度 
（H14～H16） 

第 1 段階 
試行期 2004～2007 年度 

（H16～H19） 
2005～2010 年度 

（H17～H22） 
運用期 2008～2010 年度 

（H20～H22） 
2011～2013 年度 

（H23～H25） 
第 2 段階 

発展期 2011 年度～ 
（H23～  ） 

2014 年度～ 
（H26～  ） 

 

 

4-4-2 運用開始目標年度の設定 

熊本県及び市町村の CALS/EC（電子入札・電子納品）の運用開始目標年度は、県内の

情報化の現状を考慮し、また『CALS/EC 地方展開アクションプログラム（九州地方版）』を踏

まえ、以下のように設定する。 

表 4-6 CALS/EC 運用開始目標年度  

 県 市町村 

CALS/EC 一部運用開始 2005 年度 

(平成 17 年度) 

2005 年度～（＊１） 

（平成 17 年度～） 

CALS/EC 本格運用開始 2008 年度 

（平成 20 年度） 

2011 年度 

（平成 23 年度） 
＊1：体制が整った一部市町村では、2005 年度を一部運用開始の目安とする。 
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4-5 CALS/EC 実現イメージ 
公共事業執行のライフサイクル＊のうち、CALS/EC の導入に伴い変化する主な業務につ

いて、その実現イメージと効果を示す。 

調
査
・計
画

設
計

工
事
施
工

維
持
管
理

入
札
契
約

入
札
契
約

入
札
契
約

入
札
契
約

 

図 4-1 公共事業のライフサイクル 
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4-5-1 各プロセスの実現イメージ 

第 1 段階及び第 2 段階の達成による実現イメージは以下のとおりである。 

（1）入札契約 

これまで、紙で行ってきた入札契約事務手続きや入札関連情報の公表を、通信ネット

ワーク（インターネット）を利用した、電子入札システムや入札情報サービスを構築するこ

とにより、透明性・公平性・競争性の向上を図る。 

構築した電子入札システムと工事進行管理システム＊等の関連する既存システムとを

連携させ、事務の迅速化・効率化を図る。また、事務処理システム等の見直しを図り、業

務改善を進めていく。 

（A）電子入札 

電子入札システムの構築により、事務手続きに必要となる帳票類がシステム上で処

理され、事務の迅速化、効率化が図られる。また、紙による出力の必要が無くなり省資

源化が図られる。 

また、発注機関に出向くことなく入札を行うことができることから、移動に掛かるコスト

や時間の縮減を図ることができる。 

（B）入札情報サービス＊ 

入札情報サービスを構築することにより、県民や入札参加者が自由に入札関連情報

を閲覧することができ、公共事業の透明性の向上が図られる。 

 

インターネット

入札結果の公表

県民

透明性の向上

コスト縮減

事務の迅速化

公共発注機関

資源の省力化

発注見通しの公表

入札情報の公表

入札情報サービス

第１段階

関連システムの連携

電子入札システム

○○
事務所

わざわざ出向かなく
てもパソコンから
入札できます！

第２段階

事務の効率化

既存システム※1

IDC

工事進行管理システム

財務会計システム

連
携

積算システム

 
※1：行政として説明責任を果たすため、必要とされる情報を提供する。 

図 4-2 入札契約 実現イメージ 
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表 4-7 電子入札における実現イメージ 

変化する主な業務 
フェーズ 

発注者 受注者 
実現イメージ 

入札契約 発注見通しの公表 発注見通しの閲覧

 入札情報の公表 入札情報の閲覧 

掲示・閲覧により公表していた、発注見通

し、入札情報をインターネットによる入札情

報サービス上で公表することにより、透明

性の向上が図られる。 

 指名通知の発行 指名通知の受理 紙による指名通知書の発行・受理が電子

入札システム上で取り扱われることにより、

事務の迅速化、効率化が実現でき、省資

源化が図られる。 

 設計図書、仕様書

の送付 
設計図書、仕様書

の閲覧 
紙の資料で送付・閲覧していた設計書、仕

様書が、電子データにより受け渡されるこ

とにより、事務の迅速化、効率化が実現で

き、省資源化が図られる。 
 入札執行 応札者を集め、入札書の提出・落札者の

決定を行っていたが、電子入札システムで

入札を行うことにより、事務の迅速化、効

率化が図られる。 
 落 札 者決 定通 知

の発行 
落 札 者決 定通 知

の受理 
紙による落札者決定通知の発行・受理が

電子入札システム上で取り扱われることに

より、事務の迅速化、効率化が実現でき、

省資源化が図られる。 
 入札結果の公表 入札結果の閲覧 紙による掲示・閲覧で公表していた入札結

果をインターネットによる入札情報サービ

ス上で公表することにより、透明性の向上

が図られる。 
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（2）調査計画・設計・工事施工・維持管理 

これまで、紙で取り扱ってきた情報を電子データでやり取りすることにより、変化する

業務内容は以下のとおりである。 

 

（A）電子納品 

調査・計画、設計、工事施工などの各業務段階の最終成果品を電子媒体で納品す

ることにより、ペーパーレス化を実現し成果品の保管場所の省スペース化が図られる。 

また電子データを各種情報ごとにデータベース化することにより、必要な情報の抽出

が迅速にできるため、資料検索時等の作業効率の向上を図ることができる。 

さらに過去の各種情報を電子データ化し、再利用することにより、資料（発注図面等）

作成が容易となり、品質向上につながる。 

 

インターネット

資料が何処にいった
かな？また、一から
作成しなければ。。。

電子データだから
保管や検索も

ラクラク！

何処もいっぱいで、
この成果物を
どうしょう！

電子媒体だと、収納
スペースが少なく済んで、

整理も簡単！

保管場所の
省スペース化

受注者発注者

受け渡し

データの交換

受け渡し

発注図面の作成

品質の向上

業務の効率化

作業効率の向上

県民

透明性の向上

インターネットに公開された
行政情報の取り出しも簡単！

ペーパレス
（省資源化）

第１段階

第２段階
 

図 4-3 調査計画・設計・工事施工・維持管理 実現イメージ 

29 



 

表 4-8 電子納品における実現イメージ 

変化する主な業務 
フェーズ 

発注者 受注者 
実現イメージ 

電子媒体による成

果品の受理 

電子媒体による成

果品の提出 

電子媒体＊による成果品を提出すること

により、省資源化を実現する。 

電子媒体による保

管、管理 

同左 電子媒体により成果品の保管、管理を行

うことにより、省スペース化を図ることが

できる。 

調査計画 

設計積算 

工事施工 

維持管理 

電子納品保管・管

理システムからの

各種資料の検索・

作成、再利用 

企業保管管理によ

り、企業所有の各

種データの検索・

再利用、資料作成

過去の成果を電子納品保管・管理システ

ム＊に登録し、データベース化することに

より検索が容易になる。 

また、電子データを再利用して各種資料

を作成することが可能となり、作業効率

が向上する。 
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（B）情報共有 

受発注者間でやり取りされる多くの書類（打合せ協議簿や指示書、立会願い、工程

情報、工事写真等）をサーバ＊上で共有することにより、迅速な情報の伝達や移動回数

を削減することができる。 

また、多くの書類が電子データとして共有サーバに登録・保管されることにより、情報

の検索・参照が容易になり、業務の効率化が図られ、円滑に工事を進めることができ

る。 
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第１段階

データの登録・保管

○○時までに
持ってきて下さい!!

○○課

インターネット

・打合せ協議簿
・指示書
・立会願い
・工程情報
・工事写真　等

行政情報の入手するため
に事務所に出向く

インターネット上に公開
された、行政情報を入手第２段階

電子メールの利用

県民

 

図 4-4 情報共有 実現イメージ 
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表 4-9 情報共有における実現イメージ 

変化する主な業務 
フェーズ 

発注者 受注者 
実現イメージ 

業務に必要な資料収

集 
同左 情報共有システム＊等のデータベー

スより必要なデータを検索して利用

することにより、業務が効率化され

る。 
打合せ協議簿の受理 打合せ協議簿の提出 電子メール、情報共有サーバを用い

て、受発注者間で打合せを行い、情

報の迅速な伝達と移動回数を削減

することができる。 

調査計画 
設計積算 
工事施工 
維持管理 

各種工事管理書類の

受理と保管 
各種工事管理書類の

作成・提出と保管 
情報共有サーバを利用することによ

り、登録された電子データを都合の

よい時間に確認することができる。 
また、施工管理に必要な情報がデー

タベース内に格納されているため、

保管に要する時間が省略され、業務

が効率化される。 
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4-6 CALS/EC を推進する上での留意点 
（1）電子情報の提供について 

CALS/EC の導入に伴い電子化される情報あるいは連携される情報については、行政

サービスの向上を図るため、可能な範囲で積極的に提供していくこととする。 

 

（2）セキュリティポリシー＊を考慮したシステム導入 

CALS/ECを導入することにより、通信ネットワークを経由し外部との情報交換・共有を前

提とした情報システムを多く構築することとなる。情報システムを安全に利用するために、

「情報セキュリティポリシー」に十分考慮したシステム導入を図ることとする。 

 

（3）ユニバーサルデザイン＊の導入 

行政情報をインターネット上に公開する場合には、ユニバーサルデザインの考え方に

基づいて、県民等にわかりやすい情報の提供を行う。 

 

4-7 普及・推進体制 
熊本県へ CALS/EC を円滑に導入するため、県内自治体と建設産業界で構成する推進協

議会とその下部組織の推進協議会幹事会と作業部会を設置し、普及・推進を図ることとす

る。 

なお、普及・推進を図っていく上で必要な作業部会は随時設置していくこととする。（例：情

報利活用検討部会、等） 

 

熊本県CALS/EC推進協議会

熊本県CALS/EC推進協議会幹事会

 作業部会 ●基本構想等企画作業部会

●電子納品作業部会

●電子入札作業部会
 

図 4-5 CALS/EC 普及・推進体制 
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4-8 整備スケジュール 
CALS/EC の計画目標を基に、CALS/EC 整備スケジュールは、以下のとおりである。 

表 4-10 整備スケジュール 

計画
体制

県

●CALS/ECの普及体制の構築
●県におけるCALS/ECの導入の完了
    ・ 電子入札、電子納品の実証実験の開始 と
　　　一部運用

教育
普及

情報
提供

業務
改善

2004年度～2007年度
（H16～H19）

準備期 試行期 運用期

2002年度～2003年度
（H14～H15）

2008年度～2010年度
（H20～H22）

●CALS/ECの導入体制の構築
●CALS/EC導入に向けたIT環境
の整備

●CALS/ECの運用体制の構築
●県全体のCALS/ECの導入完了

●基本構想・アクションプログラム
の策定
●CALS/EC導入体制の構築

●CALS/EC（情報共有、電子入
札、電子納品　等）の導入に向け
た環境整備

●公共事業に関わる各種情報提
供の開始

●導入のための情報機器利用の
教育・普及　の実施

●CALS/EC普及推進体制の構築

●県における電子入札、電子納品の実証
　 実験の開始,一部運用及び導入完了

●公共事業に関わる情報提供の充実
　　・ GIS上での情報提供
　　・ 情報の高速化，大量化

●システム運用のための教育・普及の実施
●県による市町村のCALS/ECの導入の支援

●CALS/ECの運用体制の構築

●県の既存情報システム連携、デ
ータ　 ベース統合の実施

●相互情報提供の開始
●県の既存情報システム連携、デ
ータ　 ベース統合の実施

●情報利活用のための教育・普及
の実施

市町村
2005年度～2010年度

（H17～H22）
2002年度～2004年度

（H14～H16）
2011年度～2013年度

（H23～H25）

内容

個
別
目
標

発展期

2011年度～
（H23～）

●CALS/ECの持続的な発展
  ・ システム連携による電子情報を利用した業務執行プロセス　
　　の検討
　･ 効率的で県民に開かれた公共事業の実施

●CALS/ECの運用体制の充実

●電子情報を利用した業務執行プロセスの実現

●相互情報提供の充実

●情報利活用のための教育・普及の継続

2014年度～
（H26～）

達
成
目
標

目標 第二段階　
・電子情報の蓄積・管理、利活用による公共事業の事務処理システムの見直し、業務改善

第一段階　
・情報の電子化・蓄積、共有化による公共事業の効率化、コスト縮減、品質向上

 
 

業
務
改
善

県

電
子
入
札

県

電
子
納
品

県

●導入のための講習
会、研修会の開催

●システム運用のための講習会、研修会の開催 ●情報の利活用のための講習会、
研修会の開催
●新たな事務処理システムに係わ
る講習会 の開催

必要な基盤類

●コンピュータ、ネット
ワークの整備
●各種ソフトウェアの整
備
●電子メールの利用環
境の整備

●ネットワークの高速化・大容量対応
●各種事務処理のシステム化、データベース化
●GIS共通基盤の整備

●GISを基盤とした情報共有システ
ムの構築
●各種システム、データベースの連携

環境整備

情報の利活用のための教育 教育の継続

市
町
村

市
町
村

市
町
村

教育・普及

システム連携の実施

2002年度
（H14）

2003年度
（H15）

2004年度
（H16）

2014年度～
（H26～）

システム操作教育

各種情報提供の開始

情報機器の利用教育

試行事業

一部運用
（順次適用範囲）

一部運用
（順次適用範囲）

相互情報提供の開始

システム連携検討

●既存情報システムの連携検討
●データベースの統合の実施

システム連携検討

●既存情報システムとの連携実施

●既存情報システムとの連携実施

準備期 試行期 運用期 発展期県

市町村 準備期 試行期 運用期 発展期

2005～2007年度
（H17～H19）

2008～2010年度
（H20～H22）

2011～2013年度
（H23～H25）

情報提供の継続

本格運用

本格運用（全ての市町村）

本格運用

本格運用（全ての市町村）

システム連携の実施

提供情報の充実

本格運用（運用市町村の拡大）

本格運用（運用市町村の拡大）

一部運用

一部運用

実証
実験

実証
実験

情報提供

●既存情報システムの連携検討
●データベースの統合の実施

パイロット事業

シ
ス
テ
ム
の
連
携
等
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